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は
じ
め
に

本
書
は
、
戦
国
時
代
研
究
の
論
争
や
新
説
を
検
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
を
紐
解
く
前
に
、
歴
史
研
究

で
用
い
ら
れ
る
史
料
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
歴
史
研
究
で
重
要
な
の
は
、
一
次
史
料
と
呼
ば
れ
る
書
状

と
い
っ
た
文
書
、
日
記
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
史
料
は
同
時
代
に
成
立
し
た
も
の
な
の
で
、
内
容
が
信
頼

で
き
る
と
さ
れ
、
歴
史
研
究
で
メ
イ
ン
に
使
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
日
記
は
伝
聞
に
よ
る
記
事
が
あ
る
の
で
、

注
意
が
必
要
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
史
料
批
判
（
史
料
の
信
憑
性
の
確
認
）
と
い
う
手
続
き
を
踏
ま
え
て
、

研
究
で
使
用
さ
れ
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
次
史
料
と
は
、
あ
る
事
件
の
終
結
後
か
ら
数
十
年
、
数
百
年
を
経
て
、
成
立
し
た
史
料
で
あ
る
。
軍
記

物
語
、
系
図
、
覚
書
な
ど
が
該
当
す
る
。
そ
の
内
容
は
千
差
万
別
で
、
か
な
り
内
容
が
正
確
な
も
の
も
あ
れ

ば
、
荒
唐
無
稽
な
逸
話
集
に
過
ぎ
な
い
場
合
も
あ
る
。
織
田
信
長
の
伝
記
﹃
信
長
記
﹄（
太
田
牛
一
著
）
は
記
述
内

容
に
信
頼
が
置
け
る
が
、
そ
れ
で
も
後
世
に
成
っ
た
の
で
二
次
史
料
で
あ
る
。

新
し
い
説
が
提
起
さ
れ
、
ま
た
そ
の
新
説
を
め
ぐ
っ
て
論
争
と
な
る
場
合
は
、
お
お
む
ね
一
次
史
料
に
よ

る
裏
付
け
を
欠
く
こ
と
が
多
い
。
裏
付
け
と
な
る
一
次
史
料
が
あ
れ
ば
、
別
に
問
題
に
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
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が
、
ど
う
し
て
も
一
次
史
料
を
欠
く
場
合
は
、
二
次
史
料
を
用
い
た
り
す
る
の
で
、
そ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
論

争
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
近
年
で
は
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
の
関
ヶ
原
合
戦
の
直
前
、
徳
川
家
康
が
小
山
評
定
を
開

催
し
た
こ
と
が
真
偽
を
め
ぐ
っ
て
大
論
争
に
な
っ
て
い
る
。
論
争
に
な
っ
た
大
き
な
理
由
は
、
小
山
評
定
を

催
し
た
こ
と
を
示
す
決
定
的
な
一
次
史
料
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
も
開
催
の
真
偽
を
め
ぐ
っ

て
、
大
論
争
が
続
い
て
い
る
。

近
年
で
は
新
説
と
は
い
い
な
が
ら
も
、
い
わ
ゆ
る
﹁
ト
ン
デ
モ
説
﹂
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、

歴
史
研
究
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
て
い
な
い
人
が
単
な
る
思
い
付
き
で
﹁
ト
ン
デ
モ
説
﹂
を
提
起
す
る
こ

と
が
あ
っ
た
が
、
近
年
で
は
歴
史
研
究
の
プ
ロ
（
大
学
教
授
、
学
芸
員
な
ど
）
で
さ
え
も
驚
く
よ
う
な
説
を
唱
え

る
こ
と
が
あ
る
。﹁
ト
ン
デ
モ
説
﹂
は
、
次
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
だ
ろ
う
。

①
単
な
る
無
知
。

②
信
頼
度
の
低
い
二
次
史
料
を
用
い
る
こ
と
に
よ
る
間
違
い
。

③
一
次
史
料
を
用
い
て
い
て
も
、
史
料
の
内
容
を
誤
読
す
る
。

④
牽
強
付
会
、
大
き
な
論
理
の
飛
躍
。

⑤
ま
っ
た
く
根
拠
が
な
い
単
な
る
妄
想
の
類
。
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ほ
か
に
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、﹁
ト
ン
デ
モ
説
﹂
は
こ
う
し
た
こ
と
が
原
因
で
発
生
す
る
（
複
数
の
要
因

が
重
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
）。
最
近
は
、
テ
レ
ビ
の
歴
史
番
組
が
増
え
て
き
た
が
、
お
も
し
ろ
お
か
し
い
﹁
ト

ン
デ
モ
説
﹂
に
飛
び
つ
い
て
失
敗
し
て
い
る
例
を
見
掛
け
る
。
一
方
で
、﹁
ト
ン
デ
モ
説
﹂
を
批
判
す
る
歴
史

番
組
は
皆
無
に
等
し
い
の
で
、
そ
の
ま
ま
﹁
ト
ン
デ
モ
説
﹂
は
何
ら
検
証
や
批
判
が
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
世

間
の
人
々
の
間
に
広
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

実
は
、
歴
史
研
究
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
て
い
な
い
読
者
に
と
っ
て
、
史
料
の
中
身
は
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ

ク
ス
で
あ
る
。
た
と
え
、
漢
文
を
現
代
語
訳
ま
た
は
意
訳
し
て
も
、
そ
れ
が
正
し
い
の
か
判
断
で
き
な
い
。

﹁
こ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
﹂
と
言
わ
れ
た
ら
、
と
り
あ
え
ず
信
用
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
も
っ

と
も
ら
し
い
論
法
で
結
論
が
示
さ
れ
る
と
、﹁
そ
う
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
思
う
に
違
い
な
い
。
そ
れ
が
歴
史
研

究
の
プ
ロ
の
発
言
な
ら
ば
、
完
全
に
信
じ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

本
書
は
十
五
の
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
、
そ
の
検
証
に
臨
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
は
、
古
く

か
ら
言
わ
れ
て
き
た
誤
謬
も
あ
れ
ば
、
新
説
で
は
あ
る
が
間
違
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
説

が
間
違
い
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
も
、
明
確
に
結
論
が
出
な
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
検
討
が
必
要
な

も
の
も
あ
ろ
う
。
本
書
は
各
稿
が
独
立
し
て
い
る
の
で
、
ど
こ
か
ら
読
ん
で
い
た
だ
い
て
も
結
構
で
あ
る
。

ぜ
ひ
、
読
者
の
皆
さ
ん
も
一
緒
に
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
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主要業績：『近世の軍事・軍団と郷士たち』（清文堂出版、
二〇一五年）。『山内一豊・忠義』（ミネルヴァ書房、二〇二一年）など。



教
科
書
に
書
か
れ
た
鉄
砲
伝
来

火
薬
は
遅
く
と
も
中
国
唐
代
（
七
〜
一
〇
世
紀
初
頭
）
に
発
明
さ
れ
た
。
宋
代
後
期
か
ら
元
代
（
一
三
〜
一
四
世

紀
）
に
は
、
竹
や
金
属
の
筒
に
詰
め
た
火
薬
を
筒
に
空
け
た
小
さ
な
穴
に
火
種
を
差
し
込
み
爆
発
さ
せ
て
弾

丸
を
発
射
す
る
突
火
槍
や
火
銃
な
ど
と
呼
ば
れ
る
指
火
式
の
手
銃
や
、
現
在
の
手
榴
弾
に
当
た
る
震
天
雷
な

ど
、
火
薬
を
用
い
た
武
器
が
発
明
さ
れ
使
用
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
火
薬
・
手
銃
が
伝
わ
る
と

手
銃
は
改
良
さ
れ
、
銃
床
を
持
ち
、
引
き
金
を
引
く
と
火
縄
が
火
薬
を
盛
っ
た
火
皿
に
落
ち
筒
内
の
火
薬
を

爆
発
さ
せ
て
弾
丸
を
発
射
さ
せ
る
火
縄
銃
が
作
ら
れ
る
（
篠
田
：
一
九
九
二
、
長
屋
：
二
〇
一
六
）。

日
本
で
は
鎌
倉
時
代
の
蒙
古
襲
来
で
蒙
古
軍
が
使
用
し
た
震
天
雷
を
﹁
て
つ
は
う
﹂
と
呼
ぶ
な
ど
、﹁
鉄

砲
﹂
は
火
縄
銃
が
伝
わ
る
ま
で
は
火
縄
銃
以
外
の
火
薬
を
使
用
し
た
武
器
の
名
称
に
使
わ
れ
て
い
た
。
火
縄

銃
伝
来
以
降
は
、
銃
床
を
持
ち
、
引
き
金
を
引
く
と
何
ら
か
の
機
構
が
作
動
し
て
火
薬
が
爆
発
し
、
弾
丸
が

発
射
す
る
武
器
の
名
称
と
し
て
専
ら
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
篠
田
：
一
九
九
二
、
長
屋
：
二
〇
一
六
）。

と
こ
ろ
で
、
日
本
に
鉄
砲
（
火
縄
銃
）
は
い
つ
伝
来
し
た
の
か
。
そ
の
年
代
に
つ
い
て
は
天
文
十
一
（
一
五
四

二
）
年
に
種
子
島
に
伝
わ
っ
た
と
す
る
説
と
、
翌
天
文
十
二
（
一
五
四
三
）
年
に
同
島
に
伝
わ
っ
た
と
す
る
説
が

存
在
す
る
。
こ
の
内
、
天
文
十
二
年
説
が
長
ら
く
有
力
視
さ
れ
て
き
た
。
高
等
学
校
の
日
本
史
の
教
科
書
で

も
以
前
は
天
文
十
二
年
説
が
採
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
近
年
、
天
文
十
二
年
説
を
採
る
教
科

書
と
天
文
十
一
年
説
を
採
る
教
科
書
と
が
混
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
関
：
二
〇
二
一
）。
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例
え
ば
、﹃
詳
細
日
本
史　

改
訂
版　

Ｂ
﹄（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）
で
は
﹁
１
５
４
３
（
天
文
12
）
年
に
ポ
ル
ト

ガ
ル
人
を
乗
せ
た
中
国
人
倭
寇
の
船
が
、
九
州
南
方
の
種
子
島
に
漂
着
し
た
。
こ
れ
が
日
本
に
き
た
最
初
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
あ
る
。
島
主
の
種
子
島
時と

き

堯た
か

は
、
彼
ら
の
も
っ
て
い
た
鉄
砲
を
買
い
求
め
、
家
臣
に
そ
の

使
用
法
と
製
造
法
を
学
ば
せ
た
。（
中
略
）
鉄
砲
は
戦
国
大
名
の
あ
い
だ
に
新
鋭
武
器
と
し
て
急
速
に
普
及
し
、

足
軽
鉄
砲
隊
の
登
場
は
従
来
の
騎
馬
戦
を
中
心
と
す
る
戦
法
を
か
え
、
防
御
施
設
と
し
て
の
城
の
構
造
も
変

化
さ
せ
た
﹂
と
天
文
十
二
年
説
を
記
し
、
天
文
十
一
年
説
に
つ
い
て
は
註
で
﹁
１
５
４
２
（
天
文
11
）
年
と
す

る
説
も
あ
る
﹂
と
書
く
に
止
め
て
い
る
。

一
方
、﹃
新
日
本
史 

改
訂
版　

日
本
史
Ｂ
﹄（
山
川
出
版
社
、
二
〇
二
三
年
）
に
は
﹁
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
交
易
は
、
初
め

は
海
禁
政
策
を
と
る
明
か
ら
正
式
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
彼
ら
は
中
国
人
密
貿
易
商
と
組
み
、
ア
ジ

ア
の
交
易
ル
ー
ト
に
乗
っ
て
日
本
に
至
っ
た
。
鉄
砲
を
伝
え
た
と
さ
れ
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
、
お
そ
ら
く
１

５
４
２
（
天
文
11
）
年
、
シ
ャ
ム
（
タ
イ
）
か
ら
中
国
人
密
貿
易
商
の
王
直
の
船
に
乗
っ
て
種
子
島
に
着
い
た
も

の
と
み
ら
れ
る
﹂
と
天
文
十
一
年
説
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
天
文
十
二
年
説
に
つ
い
て
は
﹁
１
６
０

６
（
慶
長
11
）
年
に
種
子
島
氏
の
依
頼
で
ま
と
め
ら
れ
た
﹃
鉄
炮
記
﹄
に
拠
っ
て
、
こ
れ
を
１
５
４
３
（
天
文
12
）

年
の
こ
と
と
す
る
説
も
あ
る
﹂
と
注
記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
近
年
の
教
科
書
で
は
一
応
両
説
に
触
れ
る
も
の
の
、
天
文
十
二
年
説
を
採
用
す
る
も
の
と
、

天
文
十
一
年
説
を
採
る
も
の
の
二
つ
が
存
在
す
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
の
で
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あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
紹
介
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

天
文
十
二
年
説
の
根
拠
『
鉄
炮
記
』

慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
六
）
に
、
種
子
島
時
堯
の
子
久
時
が
、
父
時
堯
の
功
績
を
称
え
る
目
的
で
、
禅
僧
・

南な
ん

浦ぽ

文ぶ
ん

之し

（
文
之
玄
昌
）
に
﹃
鉄
炮
記
﹄
を
著
さ
せ
た
。
こ
れ
が
天
文
十
二
年
伝
来
説
の
根
拠
と
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
次
に
示
す
の
は
﹃
鉄
炮
記
﹄
の
概
要
を
箇
条
書
に
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

① 

大
隅
国
の
南
十
八
里
の
位
置
に
種
子
島
と
い
う
島
が
あ
っ
た
。
こ
の
島
は
種
子
島
氏
が
先
祖
代
々
領
有

し
て
き
た
島
だ
と
伝
わ
る
。
種
子
島
の
名
は
小
さ
な
島
で
あ
る
が
、
住
民
が
い
て
富
ん
で
い
る
様
子
が
、

蒔
い
た
一
粒
の
種
の
生
命
が
窮
ま
り
が
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
こ
と
に
ち
な
ん
で
い
る
。

② 

天
文
癸
卯
秋
八
月
二
十
五
日
、
種
子
島
の
西
之
村
の
小
浦
に
ど
こ
の
国
か
ら
来
た
か
わ
か
ら
な
い
大
船

が
来
航
し
た
。
乗
員
は
百
人
余
で
、
見
た
こ
と
も
な
い
姿
を
し
て
お
り
、
言
葉
も
通
ぜ
ず
奇
っ
怪
に
見

え
た
。
そ
の
中
に
五
峯
と
い
う
明
国
の
儒
生
が
お
り
、
彼
と
は
筆
談
が
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
西

之
村
の
主
宰
で
あ
っ
た
織お

り

部べ
の

丞じ
ょ
うが

、
筆
談
で
乗
員
達
に
つ
い
て
問
う
て
み
た
と
こ
ろ
、
船
中
の
客
は
西

南
蛮
種
の
賈こ

胡こ

人
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
異
国
船
の
漂
着
の
報
告
を
う
け
た
種
子
島
の
領
主
で
あ
っ
た

種
子
島
時
堯
は
、
小
舟
を
数
十
隻
出
し
て
漂
着
船
を
安
全
な
場
所
に
移
動
さ
せ
た
。
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③ 
八
月
二
十
七
日
、
大
船
を
赤
尾
木
津
に
入
港
さ
せ
た
。
同
所
に
は
禅
宗
か
ら
法
華
宗
に
改
宗
し
た
忠
首

座
と
い
う
人
が
い
た
。
彼
は
五
峯
と
筆
談
を
通
じ
て
交
際
し
知
己
と
な
っ
た
。

④ 

賈
胡
人
の
長
二
人
の
名
は
、
牟
良
叔
舎
・
喜
利
志
多
佗
孟
太
と
い
っ
た
。
彼
ら
は
鉄
砲
（
火
縄
銃
）
を
携

え
て
い
た
。
そ
れ
は
火
薬
を
使
っ
て
鉛
の
玉
を
打
ち
出
す
も
の
で
、
心
を
落
ち
着
か
せ
目
を
眇す

が
めに

し
て

狙
っ
て
撃
て
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
命
中
し
、
そ
の
威
力
も
強
力
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
見
た
時
堯
は
鉄
砲

を
悪
人
退
治
や
害
獣
退
治
な
ど
に
有
用
な
世
の
宝
と
見
做
し
た
。
な
お
、
こ
れ
を
﹁
鉄
砲
﹂
と
名
付
け

た
の
は
、
明
人
な
の
か
、
種
子
島
の
住
人
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

⑤ 

時
堯
が
賈
胡
人
の
長
に
撃
ち
方
を
習
い
た
い
と
申
し
入
れ
た
。
賈
胡
人
は
奥
義
の
伝
授
を
快
諾
し
た
。

⑥ 

重
陽
の
節
句
の
頃
、
時
堯
が
試
し
に
射
撃
を
し
た
所
、
素
晴
ら
し
い
威
力
で
あ
っ
た
。
見
て
い
た
者
達

も
最
初
は
畏
れ
た
が
、
最
後
に
は
学
び
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
時
堯
は
高
価
で
支
払
い
が
厳
し

か
っ
た
が
文
句
も
言
わ
ず
に
、
鉄
砲
を
二
挺
買
い
入
れ
、
稽
古
に
励
ん
だ
。
ま
た
、
火
薬
の
作
り
方
を

家
臣
篠
川
小
四
郎
に
学
ば
せ
た
。
側
近
達
も
稽
古
に
励
み
、
百
発
百
中
の
腕
前
と
な
っ
た
。

⑦ 

そ
の
頃
、
紀
州
根ね

来ご
ろ

寺
に
杉す

ぎ
の

坊ぼ
う

某
公
と
い
う
人
が
い
た
。
杉
坊
は
時
堯
が
鉄
砲
を
手
に
入
れ
た
と
聞
い

て
鉄
砲
を
求
め
て
き
た
。
時
堯
は
、
杉
坊
の
心
意
気
に
感
じ
入
り
、
津
田
監
物
丞
を
杉
坊
の
下
に
遣
わ

し
て
鉄
砲
一
挺
を
贈
り
、
火
薬
調
合
法
と
射
撃
方
法
を
伝
え
た
。

⑧ 

時
堯
は
、
職
人
に
鉄
砲
の
複
製
の
作
成
を
命
じ
た
。
職
人
た
ち
は
姿
形
を
ほ
ぼ
複
製
す
る
こ
と
に
成
功
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し
た
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
も
筒
の
底
を
塞
ぐ
方
法
（
尾
栓
の
作
り
方
）
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

⑨ 
翌
天
文
十
三
年
、
賈
胡
人
が
種
子
島
に
再
び
来
航
し
た
。
彼
ら
の
中
に
、
幸
い
鉄
匠
（
鍛
冶
）
が
い
た
の

で
、
時
堯
は
金
兵
衛
尉
清
定
に
命
じ
、
筒
の
塞
ぎ
方
を
鉄
匠
か
ら
習
わ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
ね
じ
を
切

っ
て
筒
底
を
塞
ぐ
方
法
を
教
え
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
後
、
一
年
余
り
で
数
十
挺
の
鉄
砲
が
作
ら
れ
た
。

時
堯
の
目
的
は
鉄
砲
を
戦
争
で
使
用
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
家
臣
達
は
（
戦
争
で
使
用
す
る
と
い
う
）
時
堯

の
意
向
を
汲
み
稽
古
し
、
百
発
百
中
の
腕
を
持
つ
者
が
幾
人
も
あ
ら
わ
れ
た
。

⑩ 

そ
の
後
、
和
泉
堺
の
橘
屋
又
三
郎
と
い
う
商
人
が
種
子
島
へ
や
っ
て
き
て
、
一
・
二
年
程
滞
在
し
、
鉄

砲
の
技
術
を
学
び
、
畿
内
と
そ
の
近
郊
に
技
術
を
伝
え
た
。
又
三
郎
は
人
々
か
ら
鉄
炮
又
と
呼
ば
れ
た
。

⑪ 

天
文
十
一
年
、
翌
十
二
年
に
明
へ
派
遣
さ
れ
た
貢
船
の
一
つ
に
乗
り
込
ん
で
い
た
種
子
島
氏
家
臣
松
下

五
郎
三
郎
が
、
明
か
ら
の
帰
り
に
船
が
嵐
に
遭
遇
し
た
結
果
、
漂
着
先
の
伊
豆
国
の
人
々
へ
鉄
砲
の
技

術
を
教
え
た
。
こ
れ
が
契
機
と
な
り
、
関
東
に
も
鉄
砲
が
広
ま
っ
た
。

②
の
天
文
癸
卯
と
は
天
文
十
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
賈
胡
人
と
あ
る
の
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
こ

と
、
五
峯
と
は
倭
寇
の
頭
目
で
あ
っ
た
中
国
人
王
直
の
こ
と
で
あ
る
（
清
水
：
二
〇
〇
六
、
伊
川
：
二
〇
〇
八
）。
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天
文
十
一
年
説
の
根
拠

こ
の
よ
う
に
鉄
砲
が
伝
来
し
た
地
で
あ
る
種
子
島
で
作
ら
れ
た
﹃
鉄
炮
記
﹄
が
天
文
十
二
年
伝
来
説
の
根

拠
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
天
文
十
一
年
説
の
根
拠
と
な
る
史
料
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
ち
ら
は
、
一
五

六
三
（
永
禄
六
）
年
に
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ガ
ル
ヴ
ァ
ン
が
著
し
た
﹃
新
旧
諸
国
発
見
記
﹄（
原
題
﹃Tratado dos 

Descobrim
entos

﹄）
と
一
五
四
八
（
天
文
十
七
）
年
に
ガ
ル
シ
ア
・
デ
・
エ
ス
カ
ラ
ン
テ
・
ア
ル
バ
ラ
ー
ド
が
メ
キ
シ

コ
副
王
に
宛
て
た
﹃
ビ
ー
リ
ャ
ロ
ボ
ス
艦
隊
報
告
﹄（
エ
ス
カ
ラ
ン
テ
報
告
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
と
い
っ
た
ポ

ル
ト
ガ
ル
側
の
史
料
が
説
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
。

﹃
新
旧
諸
国
発
見
記
﹄
は
次
の
よ
う
に
記
す
。
一
五
四
二
（
天
文
十
一
）
年
に
デ
ィ
オ
ゴ
・
デ
・
フ
レ
イ
タ
ス

が
カ
ピ
タ
ン
を
務
め
る
船
が
シ
ャ
ム
国
（
現
在
の
タ
イ
）
に
停
泊
中
、
同
船
か
ら
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ダ
・
モ
ッ
タ
、

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ゼ
イ
モ
ト
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ペ
イ
シ
ョ
ッ
ト
の
三
人
が
脱
走
し
、
一
艘
の
ジ
ャ
ン
ク
船
に

乗
っ
て
明
（
現
在
の
中
国
）
の
リ
ャ
ン
ポ
ー
へ
向
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
途
中
暴
風
雨
に
遭
遇
し
て
沖
へ
流

さ
れ
た
。
数
日
後
に
東
の
方
三
十
二
度
の
位
置
に
島
が
見
え
た
。
こ
れ
は
古
書
に
宝
の
島
と
語
ら
れ
て
い
る

﹁
ジ
ャ
ポ
ン
エ
ス
﹂
だ
と
思
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
（
伊
川
：
二
〇
〇
八
）。

一
方
、﹃
ビ
ー
リ
ャ
ロ
ボ
ス
艦
隊
報
告
﹄
に
は
、
エ
ス
カ
ラ
ン
テ
が
デ
ィ
オ
ゴ
・
デ
・
フ
レ
イ
タ
ス
か
ら
の

伝
聞
情
報
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
フ
レ
イ
タ
ス
が
シ
ャ
ム
国
に
船
を
停
泊
し
た
際
、

レ
キ
オ
人
（
琉
球
人
）
の
ジ
ャ
ン
ク
船
が
や
っ
て
き
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
人
々
と
知
己
を
得
た
。
そ
の
後
、
フ
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レ
イ
タ
ス
と
一
緒
に
い
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
二
人
が
明
で
商
売
を
し
よ
う
と
思
い
一
艘
の
ジ
ャ
ン
ク
船
に
乗
り

向
か
っ
た
が
、
途
中
で
暴
風
雨
に
遭
遇
し
レ
キ
オ
ス
（
琉
球
）
に
あ
る
一
島
に
漂
着
し
た
。
彼
ら
は
シ
ャ
ム
で

知
己
を
得
た
レ
キ
オ
人
の
仲
介
に
よ
り
島
々
の
国
王
か
ら
手
厚
い
も
て
な
し
を
う
け
た
後
、
食
料
を
提
供
し

て
も
ら
い
立
ち
去
っ
た
。

彼
ら
か
ら
話
を
聞
い
た
別
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
人
が
、
明
の
ジ
ャ
ン
ク
船
に
乗
り
前
述
の
島
に
到
着
し
た
が
、

上
陸
は
許
さ
れ
ず
、
持
参
し
た
品
物
と
そ
の
値
段
を
書
い
た
覚
書
の
提
出
を
命
じ
ら
れ
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
商

人
た
ち
は
言
わ
れ
た
通
り
に
し
た
。
商
人
た
ち
は
銀
で
支
払
い
を
受
け
取
り
、
食
料
の
提
供
を
受
け
る
と
、

退
去
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
（
伊
川
：
二
〇
〇
八
）。

﹃
新
旧
諸
国
発
見
記
﹄﹃
ビ
ー
リ
ャ
ロ
ボ
ス
艦
隊
報
告
﹄
の
記
事
は
、
フ
レ
イ
タ
ス
の
船
か
ら
離
れ
た
者
の
人

数
が
違
う
な
ど
多
少
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
共
通
す
る
部
分
が
多
い
。
ま
た
、﹃
鉄
炮
記
﹄
に
記
さ
れ
た
ポ
ル

ト
ガ
ル
人
の
名
前
と
さ
れ
る
牟
良
叔
舎
と
﹃
新
旧
諸
国
発
見
記
﹄
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、（
喜
利
志
多
）
佗
孟
太
と

ダ
・
モ
ッ
タ
の
音
が
似
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
﹃
鉄
炮
記
﹄﹃
新
旧
諸
国
発
見
記
﹄﹃
ビ
ー
リ
ャ
ロ
ボ
ス
艦
隊
報
告
﹄
の
記
述
は
、
同

一
の
事
件
、
す
な
わ
ち
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
種
子
島
来
航
に
つ
き
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
天
文

十
一
年
説
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
側
の
史
料
の
記
述
を
正
し
い
も
の
と
し
、﹃
鉄
炮
記
﹄
の
記
述
の
方
が
間
違
っ
て
い

る
と
の
視
点
か
ら
唱
え
ら
れ
て
い
る
説
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
（
清
水
：
二
〇
〇
六
、
伊
川
：
二
〇
〇
八
、
村
井
：
二
〇
一
三
）。
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『
鉄
炮
記
』
へ
の
批
判

以
上
の
よ
う
に
﹃
鉄
炮
記
﹄
を
根
拠
と
す
る
天
文
十
二
年
説
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
側
が
残
し
た
史
料
を
根
拠

と
す
る
天
文
十
一
年
説
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
従
来
は
﹃
鉄
炮
記
﹄
が
信
頼
さ
れ
天
文
十
二
年
説
の
方
が
通
説

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、﹃
鉄
炮
記
﹄
に
伝
来
年
の
み
な
ら
ず
月
日
ま
で
記
さ
れ
て
お
り
、
何
か
確
実
な
根
拠
が

あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
近
年
で
は
天
文
十
一
年
説
を
採
用

す
る
教
科
書
も
で
て
く
る
な
ど
状
況
に
変
化
が
見
ら
れ
る
（
清
水
：
二
〇
〇
一
）。

こ
の
状
況
の
変
化
は
、
清
水
紘
一
氏
に
よ
り
﹃
鉄
炮
記
﹄
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
ん
だ
こ

と
に
よ
る
。
清
水
氏
に
よ
れ
ば
、﹃
鉄
炮
記
﹄
は
か
な
り
史
実
が
混
錯
し
て
い
る
と
い
う
。
一
例
を
あ
げ
る
な

ら
ば
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
側
の
史
料
か
ら
種
子
島
に
や
っ
て
き
た
船
は
、
当
時
の
日
本
人
に
と
り
見
慣
れ
た
ジ
ャ

ン
ク
船
で
、
乗
員
は
大
部
分
は
明
人
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
、﹃
鉄
炮
記
﹄
で
は
ど
こ
の
国
か
ら
来
た
か
知
れ
な
い
大
船
が
来
航
し
、
乗
員
も
類
を
見
な
い
姿
で
奇

怪
で
あ
る
と
書
く
な
ど
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
種
子
島
に
来
航
し
た
か
の
ご
と
く
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
南
蛮

船
が
来
航
す
る
よ
う
に
な
る
天
文
十
五
（
一
五
四
六
）
年
以
降
の
印
象
で
書
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
主
張
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
他
、
倭
寇
の
王
直
が
儒
生
と
さ
れ
イ
メ
ー
ジ
に
違
い
が
あ
る
こ
と
や
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
人

名
が
初
来
航
と
二
回
目
に
来
航
し
た
者
の
名
前
が
混
錯
し
て
い
る
可
能
性
な
ど
も
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、﹃
鉄
炮
記
﹄
は
主
に
白
髪
の
老
人
が
残
し
た
記
録
（
清
水
氏
は
﹁
老
人
記
録
﹂
と
命
名
）
と
古
老
か
ら
聞
い
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た
伝
承
に
依
拠
し
著
さ
れ
た
種
子
島
家
を
顕
彰
す
る
書
で
、
学
問
的
な
厳
密
さ
は
二
の
次
に
さ
れ
た
と
す
る
。

﹁
老
人
記
録
﹂
は
﹃
鉄
炮
記
﹄
の
月
日
が
書
か
れ
て
い
る
部
分
（
②
〜
⑥
部
分
）
に
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
だ
が
、
同
書
は
種
子
島
氏
家
臣
の
私
的
記
録
に
過
ぎ
ず
、
か
つ
実
際
は
後
年
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が

高
く
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
年
月
日
は
無
批
判
に
信
頼
で
き
な
い
と
い
う
。

さ
ら
に
、
延
宝
五
（
一
六
七
七
）
年
に
編
纂
さ
れ
た
﹃
種
子
島
家
譜
﹄（﹃
種
子
島
譜
﹄）
に
お
け
る
天
文
十
二
年
と

そ
の
翌
年
の
記
述
に
も
注
目
す
る
。
同
書
の
天
文
十
二
年
・
十
三
年
部
分
に
は
大
隅
国
の
国
人
禰ね

じ
め寝

重
長
が

種
子
島
時
堯
の
叔
父
時
述
と
手
を
結
び
種
子
島
に
侵
攻
し
た
事
件
の
顚
末
と
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
初
来
航
・

再
来
航
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
種
子
島
で
は
両
事
件
が
同
一
年
に
お
き
た
も
の
と
伝
わ
っ
て
い
た
と
推
測
す
る
。
そ
の

上
で
、
種
子
島
氏
と
禰
寝
氏
間
の
争
い
の
調
停
を
お
こ
な
っ
た
島
津
貴
久
の
事
跡
に
つ
い
て
書
か
れ
た
﹃
島

津
貴
久
記
﹄
で
は
、
禰
寝
氏
の
種
子
島
侵
攻
は
天
文
十
一
年
に
お
き
た
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、

﹃
種
子
島
家
譜
﹄
は
間
違
い
で
、
禰
寝
氏
の
侵
攻
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
初
来
航
は
天
文
十
一
年
で
あ
っ
た
と
主
張

し
て
い
る
。

最
後
に
、
先
の
﹃
新
旧
諸
国
発
見
記
﹄﹃
ビ
ー
リ
ャ
ロ
ボ
ス
艦
隊
報
告
﹄
と
い
っ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
側
の
史
料

に
つ
い
て
も
問
題
は
あ
る
も
の
の
基
本
的
に
は
矛
盾
点
は
少
な
く
信
頼
で
き
る
と
し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
種

子
島
初
来
航
を
天
文
十
一
年
だ
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
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清
水
氏
の
他
に
は
村
井
章
介
氏
も
天
文
十
一
年
説
を
支
持
し
て
い
る
。
村
井
氏
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
側
の
史
料

に
出
て
来
る
﹁
レ
キ
オ
ス
﹂
が
種
子
島
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
す
と
共
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
側
の
史
料
の
人
物

と
﹃
鉄
炮
記
﹄
に
記
さ
れ
た
種
子
島
に
来
航
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
を
同
一
人
物
だ
と
見
做
す
。
さ
ら
に
一
年

前
倒
し
に
読
め
ば
﹃
鉄
炮
記
﹄
の
記
述
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
側
の
史
料
と
矛
盾
が
生
じ
な
い
の
で
、
天
文
十
一
年

に
鉄
砲
が
伝
来
し
た
と
考
え
て
支
障
が
な
い
と
す
る
（
清
水
：
二
〇
〇
一
、
村
井
：
二
〇
一
三
）。

天
文
十
一
年
説
へ
の
批
判

天
文
十
一
年
説
へ
の
批
判
も
あ
る
。
ま
ず
、﹃
鉄
炮
記
﹄
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
種
子
島
来
航
と
﹃
新
旧
諸
国

発
見
記
﹄﹃
ビ
ー
リ
ャ
ロ
ボ
ス
艦
隊
報
告
﹄
の
来
航
と
は
別
物
と
考
え
る
べ
き
と
の
説
が
あ
る
。

例
え
ば
所
荘
吉
氏
は
、﹃
新
旧
諸
国
発
見
記
﹄
で
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
到
達
し
た
島
の
位
置
を
﹁
東
の
方
三

十
二
度
﹂、
す
な
わ
ち
北
緯
三
十
二
度
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
こ
の
位
置
に
あ
る
の
は
種
子
島

（
種
子
島
の
位
置
は
北
緯
三
十
度
二
十
分
）
で
は
な
く
、
当
時
南
九
州
に
お
け
る
交
通
・
流
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
阿
久

根
（
現
、
鹿
児
島
県
阿
久
根
市
）
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、﹃
新
旧
諸
国
発
見
記
﹄
に
記
さ
れ
て
い
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
人

は
阿
久
根
に
漂
着
し
た
の
で
あ
り
、
種
子
島
に
来
航
し
た
者
と
は
別
と
考
え
る
べ
き
と
唱
え
て
い
る
（
所
：
一
九

八
六
、
二
〇
〇
六
、
長
屋
：
二
〇
一
六
）。

中
島
楽
章
氏
は
﹃
新
旧
諸
国
発
見
記
﹄
で
は
鉄
砲
に
つ
い
て
何
ら
の
記
述
も
な
く
、
た
だ
北
緯
三
十
二
度
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の
土
地
に
漂
着
し
た
と
書
く
の
に
対
し
て
、﹃
鉄
炮
記
﹄
で
は
種
子
島
に
来
航
し
て
鉄
砲
を
伝
え
た
と
書
い
て

お
り
内
容
に
差
異
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
は
別
の
事
件
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、﹃
ビ

ー
リ
ャ
ロ
ボ
ス
艦
隊
報
告
﹄
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
ら
が
漂
着
し
た
﹁
レ
キ
オ
ス
﹂
と
は
、
通
常
は
琉
球
を
指
す

言
葉
な
の
で
、
彼
ら
は
種
子
島
で
は
な
く
、
琉
球
に
漂
着
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
（
中

島
：
二
〇
〇
五
、
二
〇
〇
九
、
長
屋
：
二
〇
一
六
）。

た
だ
し
、
天
文
十
一
年
説
を
採
る
立
場
の
研
究
か
ら
は
、
北
緯
三
十
二
度
は
間
違
っ
て
記
さ
れ
た
に
過
ぎ

な
い
可
能
性
や
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
認
識
で
は
﹁
レ
キ
オ
ス
﹂
に
種
子
島
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る

と
の
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
（
清
水
：
二
〇
〇
一
、
村
井
：
二
〇
一
三
）。

﹃
鉄
炮
記
﹄
が
誤
っ
て
い
る
と
の
主
張
の
根
拠
と
さ
れ
た
﹃
島
津
貴
久
記
﹄﹃
種
子
島
家
譜
﹄
の
記
述
の
信
憑

性
に
つ
い
て
考
察
し
、
や
は
り
天
文
十
二
年
に
鉄
砲
が
伝
来
し
た
と
結
論
づ
け
た
橋
本
雄
氏
の
研
究
も
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
文
十
一
年
に
時
堯
と
そ
の
父
恵
時
と
が
対
立
し
、
時
堯
が
禰
寝
氏
を
頼
っ
て
種
子
島

で
謀
叛
を
お
こ
す
も
失
敗
し
、
禰
寝
氏
は
撤
退
し
た
。
恵
時
は
島
津
貴
久
に
味
方
し
て
欲
し
い
と
願
い
出
た
。

そ
こ
で
、
貴
久
は
新に

い

納ろ

康
久
を
屋
久
島
に
派
遣
し
た
。
種
子
島
か
ら
屋
久
島
に
落
ち
延
び
た
恵
時
は
貴
久
に

援
軍
派
遣
の
返
礼
と
し
て
屋
久
島
を
割
譲
す
る
と
申
し
出
た
が
、
貴
久
は
こ
れ
を
固
辞
し
、
屋
久
島
か
ら
派

遣
し
た
軍
勢
を
撤
退
さ
せ
、
種
子
島
親
子
の
仲
裁
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
恵
時
と
時
堯
が
和
議
を
結

ん
だ
。﹃
島
津
貴
久
記
﹄
に
は
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
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一
方
、﹃
種
子
島
家
譜
﹄
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
天
文
十
二
年
に
恵
時
と
そ
の
弟
時

述
が
対
立
し
、
時
述
が
禰
寝
氏
を
味
方
に
引
き
入
れ
種
子
島
に
侵
攻
し
て
き
た
。
恵
時
は
屋
久
島
に
避
難
し
、

時
堯
が
迎
え
撃
っ
た
が
、
後
に
和
睦
し
屋
久
島
を
禰
寝
氏
に
割
譲
し
た
。
ほ
ど
な
く
し
て
恵
時
に
よ
り
時
述

は
殺
害
さ
れ
、
翌
十
三
年
に
恵
時
・
時
堯
は
屋
久
島
を
攻
め
占
拠
し
た
。

両
書
を
比
較
す
る
と
、
敵
対
し
て
い
る
人
物
が
﹃
島
津
貴
久
記
﹄
で
は
時
堯
と
恵
時
、﹃
種
子
島
家
譜
﹄
で

は
時
述
と
恵
時
・
時
堯
親
子
の
組
み
あ
わ
せ
と
な
り
大
き
く
違
う
。
橋
本
氏
は
、
こ
れ
を
同
一
の
事
件
で
は

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
連
続
す
る
二
つ
の
事
件
と
見
做
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹃
島
津
貴
久

記
﹄
に
書
か
れ
た
時
堯
に
よ
る
恵
時
へ
の
謀
叛
が
ま
ず
天
文
十
一
年
に
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
お
そ
ら
く
時
堯

は
時
述
と
手
を
結
ん
だ
。
島
津
貴
久
の
仲
介
で
親
子
が
和
睦
す
る
と
、
今
度
は
時
堯
と
時
述
と
の
間
で
争
い

が
お
き
時
堯
が
勝
利
を
お
さ
め
、
種
子
島
内
の
秩
序
を
回
復
し
た
。
実
際
は
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
あ
っ
た
と

す
る
。

そ
し
て
、
時
述
を
排
除
し
正
統
性
を
手
に
入
れ
た
天
文
十
二
年
こ
そ
が
時
堯
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
こ

と
や
、
時
堯
が
謀
叛
を
お
こ
し
た
汚
名
を
着
せ
な
い
た
め
、
か
つ
和
睦
を
仲
介
し
な
が
ら
内
紛
を
お
さ
め
る

こ
と
に
失
敗
し
た
貴
久
の
面
子
を
守
る
た
め
に
﹃
種
子
島
家
譜
﹄
で
は
天
文
十
一
年
の
時
堯
謀
叛
に
関
す
る

記
述
を
省
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
鉄
砲
伝
来
を
天
文
十
二
年
と
す
る
の
は

な
ん
ら
問
題
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
（
橋
本
：
二
〇
一
六
）。
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鉄
砲
伝
来
の
異
説

以
上
の
よ
う
に
天
文
十
一
年
伝
来
説
、
十
二
年
伝
来
説
は
共
に
批
判
さ
れ
て
お
り
、
現
状
確
証
が
な
い
。

両
説
と
も
二
次
史
料
に
依
拠
し
て
お
り
決
定
打
に
欠
け
る
の
で
あ
る
。
新
た
な
一
次
史
料
か
そ
れ
に
類
す
る

信
憑
性
を
持
つ
二
次
史
料
が
発
見
さ
れ
な
い
限
り
決
着
は
つ
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
天
文
十
一
年
以
前
に
日
本
に
鉄
砲
が
伝
わ
っ
て
い
た
と
す
る
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
幾
つ

か
紹
介
し
て
お
こ
う
。
例
え
ば
、﹃
蔭
凉
軒
日
録
﹄
の
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
七
月
二
十
八
日
条
に
京
都
を
訪

れ
た
琉
球
の
官
人
が
、
総
門
の
外
付
近
で
﹁
鉄
放
一
両
声
﹂
を
放
ち
人
々
を
驚
か
せ
た
と
あ
る
。
ま
た
、
李

氏
朝
鮮
の
歴
史
書
﹃
朝
鮮
王
朝
実
録
﹄
に
は
、
一
四
一
八
年
頃
に
駐
剳
官
と
し
て
対
馬
に
赴
任
し
た
朝
鮮
官

吏
李
芸
が
﹁
火
砲
﹂
で
迎
え
ら
れ
た
こ
と
や
、
李
芸
が
賊
倭
（
倭
寇
か
）
が
持
っ
て
い
た
中
国
製
の
手
銃
を
鹵ろ

獲か
く

し
た
こ
と
、
一
五
〇
九
年
に
倭
船
（
日
本
船
）
が
銃
筒
や
長
箭
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
書
か
れ
て
い
る
。

相
模
の
戦
国
大
名
北
条
氏
に
つ
い
て
書
か
れ
た
﹃
北
条
五
代
記
﹄
に
は
永
正
七
（
一
五
一
〇
）
年
に
中
国
か

ら
鉄
砲
が
伝
わ
り
、
享
禄
元
（
一
五
二
八
）
年
に
小
田
原
在
住
の
山
伏
が
堺
で
珍
し
い
と
買
い
求
め
北
条
家
に

献
上
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
前
期
に
旗
本
大
久
保
忠た

だ

教た
か

が
著
し
た
﹃
三
河
物
語
﹄
で
は

永
正
五
（
一
五
〇
八
）
年
（
永
正
三
年
と
も
）
に
伊
勢
宗
瑞
（
北
条
早
雲
）
が
三
河
国
岩
津
城
を
攻
め
た
際
に
鉄
砲
を

使
用
し
た
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
に
出
て
来
る
鉄
砲
は
、
種
子
島
に
伝
わ
っ
た
火
縄
銃
で
は
な
く
、
中
国

で
使
用
さ
れ
た
指
火
式
の
手
銃
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
本
当
な
ら
ば
天
文
年
間
以
前
に
手
銃
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が
日
本
に
伝
わ
っ
た
と
言
え
よ
う
（
洞
：
一
九
九
一
、
長
屋
：
二
〇
一
六
）。

た
だ
し
、﹃
蔭
凉
軒
日
録
﹄
の
﹁
鉄
放
﹂
は
爆
竹
を
指
し
て
い
る
と
の
説
が
あ
る
。﹃
朝
鮮
王
朝
実
録
﹄
の

記
述
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
で
中
国
の
技
術
支
援
を
受
け
て
手
銃
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
丁
度
こ

の
頃
な
の
で
、
対
馬
が
そ
れ
よ
り
も
早
く
手
銃
を
運
用
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。﹃
北

条
五
代
記
﹄﹃
三
河
物
語
﹄
に
つ
い
て
は
江
戸
時
代
に
作
成
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
た
め
信
憑
性
に
問
題
が
あ

る
。
さ
ら
に
、
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
時
の
戦
利
品
以
外
、
日
本
に
は
遺
物
が
な
い
と
の
批
判
も
あ
る
（
所
：
一
九
七

五
、
洞
：
一
九
九
一
、
宇
多
川
編
：
二
〇
〇
七
、
長
屋
：
二
〇
一
六
）。

種
子
島
に
お
け
る
伝
来
が
、
唯
一
の
伝
来
で
は
な
か
っ
た
と
の
説
も
あ
る
。
こ
れ
は
朝
鮮
の
史
料
に
一
五

四
七
（
天
文
十
六
）
年
時
点
で
倭
寇
達
が
日
本
人
に
兵
器
を
与
え
（
売
却
か
）、
火
砲
の
扱
い
方
を
教
授
し
て
い
る

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
日
本
に
現
存
す
る
鉄
砲
が
多
種
多
様
な
名
称
・
様
式
・
口
径
・
カ
ラ
ク
リ
を
持

つ
こ
と
か
ら
、
天
文
期
に
倭
寇
を
含
む
外
国
人
勢
力
に
よ
っ
て
分
散
波
状
的
に
幾
つ
か
の
形
状
の
鉄
砲
が
西

日
本
に
伝
え
ら
れ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
種
子
島
に
鉄
砲
が
伝
来
し
た
の
は
同
時
期
に
各
地
に
見
ら
れ
た
伝

来
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
説
で
あ
る
（
宇
田
川
編
：
二
〇
〇
七
、
中
島
：
二
〇
〇
五
、
長
屋
：
二
〇
一
六
）。

む
ろ
ん
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
批
判
が
存
在
す
る
。
ま
ず
、
多
種
多
様
な
鉄
砲
に
つ
い
て
は
、
全
て
が
海
外

か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
後
に
砲
術
家
が
創
意
工
夫
し
て
変
異
し
た
も
の
が
少
な
く
な
い
と
の

指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
種
子
島
で
の
伝
来
を
数
多
く
の
伝
来
の
一
つ
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
鉄
砲
の
代
名
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詞
に
種
子
島
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
や
、
十
三
代
将
軍
足
利
義
輝
が
種
子
島
時
堯
に
南
蛮
人
か
ら
相
伝
さ
れ
た

火
薬
調
合
を
教
え
る
よ
う
命
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
種
子
島
が
鉄
砲
の
有
力
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
存
在
し
た
の
は

間
違
い
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
種
子
島
の
鉄
砲
伝
来
の
影
響
力
は
小
さ
く
は
な
か
っ
た
と
の
反
論
が

な
さ
れ
て
い
る
（
佐
々
木
編
：
二
〇
〇
三
、
村
井
：
二
〇
一
三
、
長
屋
：
二
〇
一
六
）。

こ
の
よ
う
に
異
説
も
幾
つ
か
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
批
判
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ど
れ
も
有
力
視
で

き
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現
状
で
は
鉄
砲
（
原
始
的
な
銃
お
よ
び
火
縄
銃
と
も
に
）
が
い
つ
日
本
に
伝

来
し
た
か
正
確
な
時
期
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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主
要
参
考
文
献

伊
川
健
二
﹁
鉄
砲
伝
来
の
史
料
と
論
点
（
上
・
下
）﹂（﹃
鉄
砲
史
研
究
﹄
三
六
一
号
・
三
六
二
号
、
二
〇
〇
八
・
九
年
）

宇
多
川
武
久
編
﹃
鉄
砲
伝
来
の
日
本
史　

火
縄
銃
か
ら
ラ
イ
フ
ル
銃
ま
で
﹄（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）

佐
々
木
稔
編
﹃
火
縄
銃
の
伝
来
と
技
術
﹄（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）

篠
田
耕
一
﹃
武
器
と
防
具　

中
国
編
﹄（
新
紀
元
社
、
一
九
九
二
年
）

清
水
紘
一
﹃
織
豊
政
権
と
キ
リ
シ
タ
ン
――
日
欧
交
渉
の
起
源
と
展
開
――
﹄（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）

清
水
紘
一
﹁﹃
鉄
炮
記
﹄
の
基
礎
的
研
究
﹂（﹃
中
央
大
学
論
集
﹄
二
七
号
、
二
〇
〇
六
年
）

関
周
一
﹁
鉄
砲
伝
来
年
﹂（﹃
山
川
歴
史
Ｐ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
﹄
四
、
二
〇
二
一
年
）

所
荘
吉
﹁
天
文
以
前
に
お
け
る
鉄
砲
渡
来
の
実
否
に
つ
い
て
﹂（﹃
鉄
砲
史
研
究
﹄
六
六
号
、
一
九
七
五
年
）

所
荘
吉
﹁
鉄
砲
伝
来
を
め
ぐ
っ
て
――
そ
の
正
し
い
理
解
の
た
め
に
――
﹂（
井
塚
政
義
・
飯
田
賢
一
監
修
、
種
子
島
開
発
総
合
セ
ン

タ
ー
編
﹃
鉄
砲
伝
来
前
後
――
種
子
島
を
め
ぐ
る
技
術
と
文
化
――
﹄、
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年
）

所
荘
吉
﹁
再
考　

葡
人
の
初
来
日
と
鉄
砲
伝
来
草
稿
﹂（﹃
鉄
砲
史
研
究
﹄
三
五
五
号
、
二
〇
〇
六
年
）

中
島
楽
章
﹁
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
日
本
初
来
航
と
東
ア
ジ
ア
海
域
交
易
﹂（﹃
史
淵
﹄
一
四
二
輯
、
二
〇
〇
五
年
）

中
島
楽
章
﹁
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
日
本
初
来
航
再
論
﹂（﹃
史
淵
﹄
一
四
六
輯
、
二
〇
〇
九
年
）

長
屋
隆
幸
﹁
本
当
の
鉄
砲
伝
来
は
い
つ
だ
っ
た
の
か
﹂（
渡
邊
大
門
編
﹃
戦
国
史
の
俗
説
を
覆
す
﹄、
柏
書
房
、
二
〇
一
六
年
）

橋
本
雄
﹁﹃
鉄
炮
伝
来
﹄
と
禰
寝
侵
攻
一
件
﹂（﹃
日
本
歴
史
﹄
八
一
八
号
、
二
〇
一
六
年
）
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洞
富
雄
﹃
鉄
砲　

伝
来
と
そ
の
影
響
﹄（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
）

村
井
章
介
﹃
日
本
中
世
境
界
史
論
﹄（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
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